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 笹岡宏保税理士 資産税実務2023 申込書

必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。折り返し受付確認票を送付いたします。HPからもお申込みいただけます。

03-5539-3751FAX送信先 HPからのお申込みはこちら http://farbe-net.com/

笹岡宏保税理士

講座名 東京開催/会場 大阪開催

2024.2/12（月祝）
2024.2/13（火）
2024.3/23（土）
2024.3/24（日）

2024.2/3（土）
2024.2/4（日）
2024.3/30（土）
2024.3/31（日）

民法相続と
相続税(贈与税)の確認

※ お申込みの際はE-mailアドレスを必ずご記入ください　　※ 全講座 10:30～17:00開催　※価格はテキスト代を含め、全て税込表記となっております。 
※ 今後の新型コロナ感染状況によっては開催中止または延期の可能性があります。（開催地封鎖、会場閉鎖、講師・配信会社担当・受講生・弊社担当の感染などの場合）

■氏名 / フリガナ ■事務所名

■ご住所　　〒

■TEL. ■FAX

■E-mailアドレス

■お申込み種別 ※要選択　□ 一般　　□ 『定額制クラブ』に入会して受講＊

■お申込区分 ※要選択　□ 東京会場受講（定員40名様）　 □ 東京オンラインLIVE受講　 □ 大阪会場受講（定員40名様）

＊「資産税実務」講座を含む、年間100講座以上の資産税セミナーを受け放題（宿泊研修・資格講座等除く）　１名様 月額55,000円〜

※必ずご記入
　ください。

資産税実務

※アーカイブ視聴はできません

会場
受講大阪東京 オンライン

LIVE

4日間で、相続実務(民法面)と相続税・贈与税の申告
実務との関係を相互に理解することにより、相続を巡
る各種論点につき、民法面と税務面(相続税及び贈与
税(事例によっては、譲渡所得税))との接点に着目し
て確認して行きます。

相続税の申告だけではなく、相続全般の実務を確認
して行きたいと考えています。

民法相続と
相続税(贈与税)の確認

2024年 2月～3月
全4日間 150,000円

開催日程

受 講 料

全4日間 150,000円 （税込）

全講座 10：30 ～ 17：00 （10：00開場）

FarbeのオンラインＬＩＶＥとは

東京会場で実施される生講座をパソコン・タブレット・スマホに同時中継。
テレビ制作会社のTBSアクトが安定した画質・音質で配信。
講師だけでなく、スクリーン・ホワイトボードを「カメラワーク」で撮影しているので、臨場感があり、飽きさせません。

全国対応
全国どこからでも

受講可能！

東京会場



ビジョンセンター浜松町
東京会場

AP大阪茶屋町
大阪会場 

大阪府大阪市北区茶屋町1-27
ABC-MART梅田ビル8F
TEL：06-6374-1109

・JR「大阪駅」御堂筋北口・
  地下鉄御堂筋線「梅田駅」北改札
  より徒歩約3分（地下街経由直結）
・阪急電車「梅田駅」2F中央改札口より徒歩約1分
・地下鉄谷町線「東梅田駅」北東改札・北西改札
  より徒歩約5分

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル （受付：1階）
TEL：03-6262-3553

・JR山手線・京浜東北線「浜松町駅
  （南口-世界貿易センタービルディング南館直結出口）」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線
  「モノレール浜松町駅（南口-1出口）」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線「大門駅（A1出口）」 徒歩5分
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会場案内

［全4日間］全日10:30 ～ 17:00（受付10:00 ～）

東 京 2月12日（月祝） 大 阪 2月3日（土）第1日目

東 京 2月13日（火） 大 阪 2月4日（日）第2日目

相続実務(民法面)と相続税・贈与税の申告実務との関係を
相互に理解することにより各種論点を整理確認

4日間で、相続実務(民法面)と相続税・贈与税の申告実務との関係
を相互に理解することにより、相続を巡る各種論点につき、民法面と
税務面(相続税及び贈与税(事例によっては、譲渡所得税))との接点
に着目して確認して行きます。

相続税の申告だけではなく、相続全般の実務を確認して行きたいと
考えています。

1.  相続財産の範囲
2.  特別受益者が存する場合の相続分
3.  寄与者が存する場合の相続分
4.  特別寄与者が存する場合の特別寄与料の取扱い
5.  相続財産等の価額(評価時点と評価基準)
6.  遺產分割
7.  相続の承認(単純承認・限定承認)と放棄
8.  未分割財産
9.  遺言書
10. 遺留分と遺留分侵害額請求権
11. 相続の効力等(登記等の対抗要件) 
12.  共有物分割 
13. 居住用財産の生前贈与、遺贈

浜

浜

東 京 3月23日（土） 大 阪 3月30日（土）第3日目

東 京 3月24日（日） 大 阪 3月31日（日）第4日目

浜

浜

民法相続と相続税(贈与税)の確認


